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神奈川県行政書士会特別委員会設置規則  
 

 

（目  的） 

第 １ 条 この規則は、神奈川県行政書士会会則第４８条第２項に基づく理事会決議によって設置され

る特別委員会の組織及びその運営に関して必要な共通事項を定める。 

（理事会の議決） 

第 ２ 条 前条の理事会決議は、特別委員会の名称、設置の目的、規模、会長への報告期限及び委員長

等、当該特別委員会の設置目的を達成するために必要な事項を明らかにした設置要綱案をもって行う

ものとする。 

（委 員 長） 

第 ３ 条 委員長は会長が指名し、前条の議決を経て委嘱する。 

（委員会の組織） 

第 ４ 条 委員長は、第２条の設置要綱に基づき委員若干名をもって特別委員会を組織する。 

２ 委員は、委員長の推薦により会長が委嘱する。ただし、設置要綱に別段の定めがあるときは、その

選任方法によるものとする。 

３ 委員長及び委員の任期は、委嘱した会長の任期を限度とする。 

（各部との協力） 

第 ５ 条 特別委員会は、その設置目的により会則施行規則第２条に定める各部の所管業務と関連する

事項を扱う場合は、当該部の協力を求めることができる。 

（努力義務） 

第 ６ 条 特別委員会は、その設置目的を速やかに達成し、時代の要請に即応することに努めなければ

ならない。 

（報告義務） 

第 ７ 条 特別委員会は、設置要綱に規定された報告期限までにその設置目的を達成し、その調査研究

結果をまとめた最終報告書を速やかに会長に提出するものとする。ただし、会長が必要と認める場合、

特別委員会は、中間報告書を会長に提出するものとする。 

２ 会長は、特別委員会から提出された最終報告書が十分な内容ではないと判断するときは、当該特別

委員会に対して、引き続き調査研究を行った上で、新たな最終報告書を提出することを求めることが

できるものとする。 

３ 会長は、最終報告書を理事会に提出するものとする。 

（守秘義務） 

第 ８ 条 特別委員会の設置目的がその性格に照らして守秘義務を要する場合には、委員は当該特別委

員会において知り得た事項を他に漏洩してはならない。委員でなくなったときも、また同様とする。 

（委員会の解散） 

第 ９ 条 特別委員会は、その設置目的を達成し、第７条に規定する最終報告書を会長に提出したとき

は、会長の承認を得て、これを解散する。この場合、委員の任期は第４条第３項の規定にかかわらず

解散をもって終了する。 
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附  則 

この規則は、昭和５１年１０月２日から施行する。 

附  則 

この規則は、平成１１年３月５日から施行する。 

附  則 

この規則は、平成２１年１０月２２日から施行する。 


